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第２章 外部化の状況 

 
１ 外部化の定義 
 

自治体が直接執行してきた事務や事業を民間団体等に委ねる動きは、一般に行政の「外

部化」と呼ばれます。本白書で外部化とは、このように民間が保有する経営資源を調達、

活用して公的サービスの提供等を行う手法を広く指すものと定義しています。なお外部

化に対して、行政が直接事務や事業を行うことを「直営」と呼びます。 

 

２ 外部化の推進における基本的な視点 
 

（１）住民サービスの向上及び事業の効率化 

 

   外部化は、民間企業等の蓄積された経営ノウハウや行政では発揮しにくい大胆な創造

力や柔軟性、また特定の分野における専門性などを活用し、更なる住民サービスの向上

と事業運営の効率化を図ることを目的としています。 

外部化による効果の例として、指定管理者制度導入施設において事業者が魅力ある自

主事業を展開し施設の利用率と満足度が向上した、施設の開設時間が延長され利便性が

高まった、定型業務を委託して民間に集約させたことにより組織の効率化とコスト削減

につながった、などが挙げられます。 

   一方で拙速な外部化によって、かえって住民サービスが低下してしまうことのないよ

う、計画的に外部化を検討していくとともに、行政が「現場ノウハウ」や「現場感覚」

を喪失することのないよう、どの分野、どの事業が外部化に適しているか慎重に見極め

ています。 

 

（２）事業者の選定とモニタリング 

 

  行政が担う住民サービスは公共的なものであり、その実施には効率性だけでなく、継

続性と安定性が求められます。したがって、行政に代わりサービスを提供する事業者を

選定する際には、事前にその業務の目的や範囲、サービス水準などを明確にした上で、

安定した事業展開が可能な能力や実績を有しているかを含めて、最も適切な事業者を選

ぶ必要があります。 

  また、効率性のみを追求して、安易なコスト削減による住民サービスの低下や重大事

故の発生を招くことがないよう、事業者が協定書や仕様書等に従って適正なサービスを

提供しているか、また施設や設備の管理を適切に行っているかを定期的にチェックする

モニタリングが重要です。 
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（３）適正な労働環境の確保 

   

外部化にあたっては、複数の事業者の中から事業内容や価格等を総合的に勘案して相

手方を選ぶことになります。そのため、事業者が経費削減のために正規職員をアルバイ

トに切り替えたり、賃金を安くしたりする恐れがあります。本区ではこうした状況を防

ぐため、指定管理者の選定にあたって、人件費をはじめ各種労働条件のチェックを行っ

ています。事業者が労働法令を遵守すべきことは当然ですが、行政も適切な事業者選定

とモニタリングにより、適正な労働環境を確保していくことが求められています。 

 

（４）個人情報の保護 

 

個人情報保護については、契約書、協定書などでその取り扱いについて記載すること

としています。本区では指定管理者の選定にあたり、個人情報についての考え方や方策

も審査対象としています。また、モニタリングにおいても個人情報保護について評価対

象としています。 

 

３ 本区における外部化 
 

外部化の手段は様々ありますが、主な手法として、自由度が低い順から、①外部委託  

②指定管理者制度 ③民営化 となっています。 

 

① 外部委託 

定型的、専門的な個別業務について、区が行政責任を果たす上で必要な監督権を留保

した上で、民間企業、住民団体、ＮＰＯなどの団体又は個人に委託し、専門的技術、サ

ービス等の提供を受けること。 

 

② 指定管理者制度 

公の施設の管理運営全体を民間企業やＮＰＯなどの団体に代行させること。 

 

③ 民営化 

公共サービスの実施主体を区から民間企業等に変更すること。民営化の相手方は自らの

責任で事業を行い、施設も区立ではなくなる。 
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（１）外部委託の実施状況 

 

① 外部委託の概要 

 

  ア 主な目的 

ａ 行政コストの低下 

民間等の競争原理が働くことにより、行政が直接サービスを提供するよりも低

いコストでのサービス提供が期待できます。 

ｂ 住民サービスの質の向上 

専門的な技術・知識や柔軟なノウハウなどを有する民間等に外部委託すること

により、現行の水準以上のサービス提供が期待できます。 

   ｃ 住民団体との協働による地域の活性化 

住民団体やＮＰＯなどに任せることにより、地域の活性化やコミュニティの造

成が期待できます。 

 

イ 対象となる業務 

a 定型的な業務、大量反復的業務 

b 高度な技術、専門的知識、設備等を必要とする業務 

c 民間の企画・構想力・ノウハウを活用して効果的な運営が期待できる業務 

d 業務が時期的に集中し、常時一定の職員を配置する必要のない業務 

e 公共施設の維持管理で、民間の専門的知識・技術の活用により効率的・効果的運

営が期待できる業務 

※ 公の施設は、最初に指定管理者制度による管理代行の可能性を検討します。 
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② 外部委託の導入状況 

  本区では、給食調理や施設における警備、清掃など様々な業務を委託化することによ

り、そのうちの一部業務において担当していた職員の削減を図ってきました。 

外部委託による正規職員の削減数は平成６年度と比較して４８０人に達し、これらの

業務を直営で実施し続けた場合に比べて、約１８億円の大きな財政効果が得られていま

す。 

 

  表２－１ 外部委託に伴う財政効果（令和３年度） 

 

 

（単位：千円）

業　　務
委託開始

年度(平成)

 ※1

正規職員

削減数(人）

効果額
 ※2

小学校児童通学安全誘導業務 6年度 46 367,833

学校給食調理業務 9年度 151 542,473

学校警備業務 9年度 53 427,212

庁用車運転業務 10年度 4 3,990

区民ひろば清掃業務 11年度 14 82,869

図書館の図書受渡し業務 15年度 37 － ※3

総合窓口業務委託 16年度 13 46,257 ※4

保健所血液等検査業務 16年度 9 16,102

児童館清掃業務 16年度 13 130,487

国民健康保険・国民年金入力業務 17年度 5 － ※5
区民事務所の住民記録入力業務 17年度 2 4,744

出納業務 17年度 3 11,344

電算プログラム作成等業務 18年度 5 26,643

自動車騒音の常時監視等調査 18年度 1 6,297

保育園業務(南大塚、駒込第三） 18年度 40 16,369

地域包括支援センター運営業務（3ｾﾝﾀｰ） 20年度 18 17,248

幼稚園用務業務 20年度 3 9,508

小学校用務業務 21年度 36 42,415

電話交換業務 22年度 6 25,398

国民健康保険課窓口業務 22年度 8 18,370

区民ひろば運営業務 23年度 9 － ※6

西部障害支援センター事業運営委託業務 29年度 2 3,610

東部障害支援センター事業運営委託業務 30年度 2 3,610

480 1,802,779 ※7

● 職員の削減につながった委託を掲載しました。

　差し引いた額です。

　効果額からは除外しました。

　算出していません。

合　　　計

※7 平成27年10月から開始された、共済費の扱いに関する制度改正の影響を除外しました。

※1 初めて委託を導入した年度です。その後段階的に委託を拡大した場合も導入初年度を表記しています。

※2 委託開始年度における職員削減人数に令和3年度の職員人件費単価を乗じ、そこから令和3年度の委託経費を

※3 図書館は、平成28年度より巣鴨図書館が民間委託から直営、駒込図書館及び上池袋図書館の２館が

※4 総合窓口導入により増加した業務を正規職員が行った場合と比較して効果額を計上しています。

※5 委託範囲を大幅に拡大したことにより、財政効果を算出することが困難なため、効果額からは除外しました。

※6 区民ひろばの運営委託前は、主に有償ボランティアによって運営されており、人件費減少額に含めて

　民間委託から指定管理者となりました。これに伴い民間委託のみの財政効果を算出することが困難なため

　いない一方で、委託後の経費には有償ボランティア相当分のコストが含まれているため、効果額については
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③ モニタリング 

令和２年度から、業務委託導入による効果（事務の効率化、区民サービスの質の向上）

などの定期的な確認プロセスとして、「業務委託モニタリング」を実施しています。 

モニタリングにより出された課題等は、委託業務内容の改善や次期契約の仕様書に反

映させるなどし、区民サービスの維持・向上を図っていきます。 
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（２）指定管理者制度の運用と状況 

 

① 指定管理者制度の概要 

指定管理者制度は、従来、委託先が公共的団体等に限定されていた公の施設（※）の

管理運営について、民間事業者、ＮＰＯ法人なども含めた幅広い団体に委ねる制度です。 

指定管理者制度は、民間企業等のノウハウを活用して施設サービスの向上を図るとと

もに経費を削減することを目的としています。各施設の設置目的や業務内容に最も適し

た指定管理者を選ぶことにより、より利用者ニーズに応えた施設サービスの提供が可能

となります。また、管理運営の効率化により経費の削減を図ることが期待できます。 

  平成１５年９月に施行された地方自治法の一部改正により創設され、本区においては、

平成１７年４月１日から制度を導入しています。 

区では、豊島区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（以下「手続条

例」という。）及び同施行規則（以下「手続条例施行規則」という。）のほか、豊島区指

定管理者制度運用指針を定め、指定管理者制度の適正な運用に努めています。 

 

 ※ 公の施設 

法律上「住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するため」に、地方

公共団体が設ける施設とされています。主なものとしてはスポーツ施設や区民セン

ターなどの文化施設、自転車駐車場などです。必ずしも区が所有しているわけでは

なく、賃貸借による公の施設も存在します。 

 なお、地方公共団体自身が利用する目的で設置される庁舎などは公の施設に該当

しないため、指定管理者制度を導入することはできません。 

 また、区立学校のように、個別法令によって管理者が限定されている施設につい

ても法律上の制限から指定管理者制度を導入することはできません。 

   

② 指定管理者の募集・選定 

  ア 募集方法 

指定管理者の募集は、原則として公募により行います。ただし、公共的団体に施設

の管理を行わせることにより、地域住民の参画を積極的に活用した施設の管理が図ら

れ、施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認めるときなどは、

非公募とすることができます（手続条例第２条第２項及び手続条例施行規則第４条）。 

  イ 選定方法 

   公募の場合は、事業者からの申請（提案）を受けて指定管理者の候補者を選定しま

す。この選定は、透明性・公平性の確保が強く求められることから、学識経験者、公

認会計士などの外部委員を含めた「豊島区公の施設指定管理者審査委員会」の審査結

果に基づいて行います。非公募の場合も、同審査委員会の審査を経て候補者を決定し

ます。なお、平成２６年度から労務管理、労働環境の審査を更に充実させるため、社
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会保険労務士を新たに審査委員に加えました。 

   指定管理者の候補者は、議会の議決後、指定管理者として指定されます。 

     

③ モニタリング 

指定管理者を指定する際には、協定書や仕様書等により、施設サービス水準、施設設

備の管理基準等を示します。指定管理者がこれらの協定書や仕様書等に従い適正なサー

ビスを提供しているか、適切な施設・設備の管理を行っているかを監視するモニタリン

グを行っています。本区ではモニタリングとして、事業報告、事業評価、外部評価、利

用者満足度調査、立入調査を実施しています。 

ア 事業報告 

   地方自治法第２４４条の２第７項及び手続条例第１２条の規定に基づき、指定管理

者は、毎事業年度終了後５０日以内に区へ事業報告書を提出します。 

事業報告書には次の事項を記載します。 

 

ａ 管理業務の実施状況 

ｂ 施設の利用状況 

ｃ 利用料金の収入実績 

ｄ 管理経費等の収支状況 

ｅ その他管理状況を把握するために必要な事項 

 

イ 事業評価 

指定管理者が協定書や仕様書などに従い適正な管理運営を行っているかを確認する

とともに、今後の管理運営や次期選定にあたっての課題整理や判断材料等に利用する

ため事業評価を行います。評価の実施時期は毎事業年度終了後です。 

業務が基準を満たさない場合等は、是正勧告を行い、改善計画書の提出等を求めま

す。それでもなお改善が見られないときは、指定を取り消す場合もあります。 

 

ウ 外部評価 

事業評価は指定管理者及び区が評価主体となりますが、客観的な視点から外部評価

を行うことにより、更なる管理運営の適正化とサービスの向上を図ることができます。

本区では非公募施設を対象として、指定管理者及び区以外の第三者機関が指定管理者

を評価する「第三者評価」を実施しています。 

  

エ 利用者満足度調査 

   指定管理者のサービスについて利用者がどの程度満足しているか、またどのような

意見・要望を持っているのかを調査することにより、利用者ニーズを把握し、それを

サービスの向上に結び付けることができます。また調査結果は指定管理者の事業を評

価する上での重要な資料にもなります。このような趣旨から、指定管理者は利用者満
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足度調査を年１回以上実施しています。 

 

オ 立入調査等 

区は指定管理者に対し、業務内容、経理状況等について、適宜報告を求め、また実

地調査を行います。 

 

④ 指定管理者制度の導入状況 

表２－３のとおり、令和４年４月１日現在、４７施設が指定管理者により管理運営さ

れています。複数の施設をまとめて１つの指定管理者に委ねたほうが効果的、効率的で

ある場合は一括募集を行っています。これまでに最多で６施設を一括募集するなど、現

行の４７施設に対しては２３区分の募集を行いました（表２－３「指定管理者名」列の

区分に相当。南長崎中央公園スポーツセンター、南長崎中央公園、南長崎自転車駐車場

は３施設一括募集。）。 

また、指定管理者制度運用指針に基づいて、原則的な指定期間である５年を単位とし

て指定管理者が管理運営を行っている施設が多数を占めています。公募の原則に従い、

公募の方法によって選定が行われた施設は約７割となっています。 

本区の特色として、「公募比率が高い」、「民間参入率1)が高い」、「利用料金制度2)の採用

率が高い」といった点が挙げられます。 

 

表２－２ 指定管理者制度の全国平均との比較（令和４年４月１日現在）  

区分 公募の比率 民間参入率 利用料金制度の採用率

※　　全国平均 50.9% 43.1% 52.4%

豊島区 69.6% 69.6% 87.2%

※総務省『公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果』（令和3年）による  
 

指定管理者制度は必ずしも財政効果のみを目的とした制度ではありませんが、多くの

場合、導入により効率化が図られ、財政効果を生み出しています。平成１７年度から令

和３年度までの累計効果額は５０億円を超える大きな金額となっています（表２－４参

照）。 

財政効果以外にも、各施設で開館時間の延長や休館日の減少をはじめとするサービス

の向上が見られ、指定管理者制度導入の目的が達成されています。 

 

 

 
                                                   
1） ここでの民間参入率とは、指定管理者が「株式会社」、「NPO」及びそれらの複合体である割合を指します。「特例

民法法人」、「一般社団・財団法人」、「公益社団・財団法人」、「公共団体」、「公共的団体（社会福祉法人等）」などは

除外します。 
2） 施設の利用料金を（条例の範囲内で）指定管理者が自ら定め、またその利用料金を直接指定管理者の収入とできる

制度です。インセンティブを付与することにより、指定管理者の創意工夫を促すというメリットがあるため、本区

では可能な限り採用することとしています。 
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表２－３ 指定管理者制度導入施設一覧（令和４年４月１日現在） 

№
種
類

施設名 所在地 導入年度 指定管理者名 指定期間
利用

料金制
公募・
非公募

1
としま区民センター

（旧豊島区民センター）

豊島区

東池袋１－２０－１０
H17

2
芸術文化劇場
（旧豊島公会堂）

豊島区
東池袋１－１９－１

H17

3
としま産業振興プラザ
（旧勤労福祉会館）

豊島区
西池袋２－３７－４

H18 としまのちから
令和　４年　４月　１日から
令和　９年　３月３１日まで

有 公募

4
舞台芸術交流センター
(あうるすぽっと）

豊島区東池袋４－５－２
ライズアリーナビル

H19
公益財団法人
としま未来文化財団

令和　３年　４月　１日から
令和　８年　３月３１日まで

有 非公募

5 熊谷守一美術館
豊島区
千早２－２７－６

H19 株式会社榧
平成２５年　４月　１日から
令和　５年　３月３１日まで

有 非公募

6 駒込地域文化創造館
豊島区
駒込２－２－２

7 巣鴨地域文化創造館
豊島区
巣鴨４－１５－１１

8 南大塚地域文化創造館
豊島区
南大塚２－３６－１

9 千早地域文化創造館
豊島区
千早２－３５－１２

10 雑司が谷地域文化創造館
豊島区

雑司が谷３－１－７

公益財団法人

としま未来文化財団

令和　３年　４月　１日から

令和　６年　３月３１日まで
有 非公募

11 池袋第三区民集会室
豊島区

池袋３－２９－１０
H29

令和　３年　４月　１日から

令和　８年　３月３１日まで

12 目白第一区民集会室
豊島区

目白４－３１－８
H29

令和　３年　４月　１日から

令和　８年　３月３１日まで

13 駒込図書館
豊島区

駒込２－２－２
H28

令和　３年　４月　１日から

令和　８年　３月３１日まで

14 上池袋図書館
豊島区

上池袋２－４５－１５
H28

令和　３年　４月　１日から

令和　７年　３月３１日まで

15 池袋図書館
豊島区
池袋３－２９－１０

H29

16 目白図書館
豊島区
目白４－３１－８

H29

17 巣鴨体育館
豊島区
巣鴨３－８－７

H17 東京ドームグループ
令和　３年　４月　１日から
令和　８年　３月３１日まで

有 公募

18 雑司が谷体育館
豊島区
雑司が谷３－１－７

H17 コナミスポーツ株式会社
令和　３年　４月　１日から
令和　８年　３月３１日まで

有 公募

19 三芳グランド
埼玉県入間郡三芳町
大字上富３８２－１

H17
日本テニス事業協会
共同企業体

令和　２年　４月　１日から
令和　７年　３月３１日まで

有 公募

20 池袋スポーツセンター
豊島区
上池袋２－５－１

H17
ピーウォッシュ・アズビル
共同事業体

令和　２年　４月　１日から
令和　７年　３月３１日まで

有 公募

21 豊島体育館
豊島区

要町３－４７－８
H18 豊島区体育協会グループ

令和　２年　４月　１日から

令和　７年　３月３１日まで
有 公募

22 西巣鴨体育場
豊島区

西巣鴨４－２２－１９

23 総合体育場
豊島区

東池袋４－４１－３０

24 荒川野球場
板橋区

新河岸３－１６先
無

25 南長崎中央公園スポーツセンター
豊島区

南長崎４－１３－５
H24

アシックス・ハリマ・日本水泳

振興会共同事業体

令和　２年　７月　１日から

令和　５年　３月３１日まで
有 非公募

26 巣鴨駅北自転車駐車場
豊島区
巣鴨２－７－１１

27 巣鴨駅南自転車駐車場
豊島区
巣鴨１－１３

28 巣鴨駅第三自転車駐車場
豊島区
巣鴨２－９－８

29 西巣鴨駅自転車駐車場
豊島区
西巣鴨３－２６－１

30 駒込駅北自転車駐車場
豊島区
駒込２－２－２

31
巣鴨駅北口白山通り自転車駐車
場

豊島区
巣鴨２－９先

32 目白駅東自転車駐車場
豊島区

目白１－４－１

33 目白駅西自転車駐車場
豊島区

目白３－４－３

34 目白駅北自転車駐車場
豊島区

目白３－１６

35 千登世橋自転車駐車場
豊島区

雑司が谷３－１－７

36 南長崎自転車駐車場
豊島区

南長崎４－１３－５
H24

アシックス・ハリマ・日本水泳

振興会共同事業体

令和　２年　７月　１日から

令和　５年　３月３１日まで
有 非公募

37 目白庭園
豊島区
目白３－２０－１８

H17
かたばみ・鹿島建物共同事業
体

令和　２年　４月　１日から
令和　７年　３月３１日まで

有 公募

38 南長崎中央公園
豊島区
南長崎４－１３－５

H24
アシックス・ハリマ・日本水泳
振興会共同事業体

令和　２年　７月　１日から
令和　５年　３月３１日まで

有 非公募

39 中池袋公園
豊島区
東池袋１－１６－１

R1
一般社団法人Hareza池袋エリ
アマネジメント

令和　１年　７月　１日から
令和１１年　３月３１日まで

有 公募

40 としまみどりの防災公園
豊島区
東池袋４－４２－１

R2
日比谷アメニス・NTTアーバン
バリューサポート共同事業体

令和　２年　５月　１日から
令和１２年　３月３１日まで

有 非公募

41 福祉ホームさくらんぼ
豊島区
西池袋３－８－２０

H18
社会福祉法人
恩賜財団東京都同胞援護会

令和　２年　４月　１日から
令和　５年　３月３１日まで

無 非公募

42 駒込生活実習所
豊島区
駒込４－７－１

43 駒込福祉作業所
豊島区

駒込４－７－１

44 駒込福祉作業所分室
豊島区

池袋本町１－６－１２
H30

45 目白生活実習所
豊島区

目白５－１８－８

46 目白福祉作業所
豊島区

目白５－１８－８

47 目白生活実習所分室
豊島区上池袋２－５－１

健康プラザとしま２階
R4

社会福祉法人

東京都手をつなぐ育成会

令和　４年　４月　１日から

令和１２年　３月３１日まで
有 非公募

非公募

株式会社
図書館流通センター

有

公募

集

会
施

設
・

ホ
｜

ル
・
文

化
施

設

公益財団法人
としま未来文化財団

平成３１年　４月　１日から
令和　６年　３月３１日まで

有 非公募

H17

図
書

館

無

公募

自
転

車
駐

車
場

H17

サイカパーキング

株式会社

令和　２年　４月　１日から

令和　７年　３月３１日まで
有 公募

H22

H21
サイカパーキング
株式会社

ス
ポ

｜
ツ

施
設

H18
ピーウォッシュ・豊島区体育協
会・太平ビルサービスグルー

プ

令和　２年　４月　１日から

令和　７年　３月３１日まで

公募

福

祉
施
設

平成３１年　４月　１日から
令和　６年　３月３１日まで

有 公募

公
園

H20
社会福祉法人
東京都手をつなぐ育成会

令和　２年　４月　１日から
令和１２年　３月３１日まで

有 公募

H22
社会福祉法人
東京都手をつなぐ育成会

令和　２年　４月　１日から
令和１２年　３月３１日まで

有

平成３１年　４月　１日から

令和　６年　３月３１日まで
有

有

令和　３年　４月　１日から
令和　８年　３月３１日まで

公益財団法人

としま未来文化財団
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表２－４ 指定管理者制度導入による財政効果額（令和３年度決算まで）  

(単位：千円）

令和３年度

財政効果額 ※１

 旧豊島区民センター・旧豊島公会堂 503,077 平成27年度閉館

 地域文化創造館（5館） △ 18,571 119,768

 巣鴨体育館 40,673 945,884

 雑司が谷体育館 43,553 846,741

 三芳グランド 17,398 334,324

 池袋スポーツセンター △ 9,684 195,696

 西池袋温水プール 114,361 平成21年度末廃止

 巣鴨駅北自転車駐車場
 巣鴨駅南自転車駐車場
 巣鴨駅第三自転車駐車場

△ 8,082 △ 78,109
財政面での効果は出な
かったが、24時間開場など
サービス向上があった

 目白庭園・区民の森(２ヶ所) △ 2,976 29,816
区民の森は平成22年度
より直営

 豊島体育館 △ 7,706 164,474

 総合体育場・西巣鴨体育場・荒川野球場 13,855 446,100

 旧勤労福祉会館 298,398 平成27年度閉館

 福祉ホームさくらんぼ △ 36,843 △ 167,058

 舞台芸術交流センター（あうるすぽっと） 0 0

 熊谷守一美術館 0 0

平成20年  駒込生活実習所・駒込福祉作業所 863 620,431 正規職員削減数：30人

平成21年

 目白駅東自転車駐車場
 目白駅西自転車駐車場
 目白駅北自転車駐車場
 千登世橋自転車駐車場

△ 13,699 △ 85,527
財政面での効果は出な

かったが、24時間開場など
サービス向上があった

 西巣鴨駅自転車駐車場
 駒込駅北自転車駐車場
 巣鴨駅北口白山通り自転車駐車場

4,355 75,501

 目白生活実習所・目白福祉作業所 2,106 653,568 正規職員削減数：28人

南長崎中央公園スポーツセンター 0

南長崎中央公園 0 0

南長崎自転車駐車場 0

駒込図書館 △ 7,693 △ 2,916

上池袋図書館 △ 4,191 6,211

としま産業振興プラザ 0 0
平成29年度
リニューアルオープン※３

池袋図書館・池袋第三区民集会室 △ 4,835 △ 19,905

目白図書館・目白第一区民集会室 122 35,787

平成30年 駒込福祉作業所分室 0 0 平成30年度開設※２

としま区民センター・芸術文化劇場 0 0

中池袋公園 0 0

令和2年 としまみどりの防災公園 0 0 令和2年度開設※２

8,645 5,036,622合　　計

※1 財政効果額は、指定管理者制度を導入する前年度との一般財源支出額の比較で算出しています。

※2 開設当初から指定管理者制度を導入したため、効果額を０としました。

※3 リニューアルにより旧施設と施設の内容等が異なるため、新規施設と同様に効果額を０としました。

平成24年
平成24年度開設※２
複合施設

平成28年

平成29年

令和元年
令和元年度

リニューアルオープン
※３

導入年度 施　設　名
累計効果額

（導入年度～令和３年度）
備　考

平成17年

平成18年

平成19年 平成19年度開設 ※２

平成22年
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（３）民営化の実施状況 

平成１７年度に高齢者福祉施設、１８年度に保育園１園、２１年度に保育園２園、 

２２年度、２６年度、２７年度、２９年度、令和３年度及び４年度に保育園１園の民営

化を実施しました。 

民営化は区立施設ではなくなることから、外部化の手法の中でも最も大きな変化をも

たらします。民営化初年度の単年比較でも、約７億９千４百万円の大きな財政効果が得

られています。 

 

表２－５ 民営化に伴う財政効果 

施設名 
民営化 

実施年度 

正規職員 

削減数(人） 

財政効果額 

(千円） 

民営化前 

の運営形態 

  高齢者福祉施設 平成 17 年度 0 150,000 直営（業務委託） 

  南池袋保育園 平成 18 年度 18 88,000 直営 

  西池袋第一保育園 平成 21 年度 18 83,000 直営 

  千早第一保育園 平成 21 年度 19 69,000 直営 

  池袋本町保育園 平成 22 年度 20 71,000 直営 

  西巣鴨第二保育園 平成 26 年度 22 97,000 直営 

  高松第一保育園 平成 27 年度 16 29,000 直営 

  雑司が谷保育園 平成 29 年度 0 60,000 直営（業務委託） 

  駒込第二保育園 令和 3 年度 20 147,000 直営 

  池袋第三保育園 令和 4 年度 22 － 直営 

合    計 155 794,000   

 
        

 
※ 財政効果額は、民営化前年度の経費（使用料等差引）と民営化初年度の経費との差額です。 

（百万円未満切捨て）。 

※ 令和４年度までの実績について掲載しています。 
  

※ 令和４年度の財政効果額は確定していないため「-」表記としています。 
 

※ 都財調基準財政需要額の増減は算入しておりません。 

※ 高齢者福祉施設：山吹の里、アトリエ村、菊かおる園、風かおる里、東池袋豊寿園、 

 
上池袋豊寿園、高田豊寿園、長崎第一豊寿園、長崎第二豊寿園、千川豊寿園 

 
（このうち、東池袋豊寿園、上池袋豊寿園、高田豊寿園、長崎第一豊寿園は閉園） 
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第３章 行政評価 

 

１ 行政評価制度とは        
              

                    

図３－１ ＰＤＣＡマネジメントサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、評価結果を公表することで、区政の透明性を高め、区民への説明責任を果たします。 

 

 

（２）条例等の根拠 

   

豊島区の行政評価は、平成１２年度の試行に始まり、翌平成１３年度から本格導入し、

現在に至っています。当初は毎年実施要領を作成しそれに基づいて実施してきましたが、

平成１６年度に「豊島区行政活動の評価に関する要綱」を制定し、その後、平成１８年４

月に「豊島区自治の推進に関する基本条例」が施行されました。条例第４３条で、「効率

的かつ効果的な行政運営を行うため、行政評価を実施し、その結果を公表する」と定めら

れています。 

 

（１）制度の概要 

 

行政評価制度は、行政サービスの現

状を認識し、行政課題を発見するため

の手法の一つです。 

計画を立て（Plan）、事業を実施し

（Do）、その行政活動に対する評価

（Check）にもとづいて改善・見直し

（Action）を行い、新たな計画に反映

をしていくという、一連のサイクル

（ＰＤＣＡサイクル）を通じ、効率的・

効果的な区政運営を確立し、区民サー

ビスの向上を図ります。（右図参照）。 

 評価にあたっては、区民本位の効率

的で成果重視の区政への転換を図る

ため、「区民が必要としているか」「最

も効果的にサービスが提供されてい

るか」などの観点から指標を設定し、

区民生活に与えた成果等を検証・評価

します。 
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「豊島区自治の推進に関する基本条例」（平成１８年条例第 1号）より抜粋 

 

（説明責任） 

第１６条 区長等は、政策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、

内容、効果等について、区民に分かりやすく説明しなければならない。 

（基本構想及び計画行政） 

第４１条 区長は、この条例の理念にのっとり、地域の将来展望を示す基本構想及びこれ

を具体化するための基本計画等を策定し、総合的・計画的な行政運営を行わなければな

らない。 

2 区長は、社会経済状況を踏まえ、重点的に展開すべき施策等を明らかにするとともに、

計画から予算、執行及び決算を経て評価に至る行政運営の仕組みを構築しなければなら

ない。 

3 区長は、政策の立案に当たって地域の課題等を区民と共有するとともに、区民との協働

による政策の立案及び実施に努めなければならない。 

（行政評価） 

第４３条 区長等は、基本計画等に基づく政策等の成果及び達成度を明らかにし、効率的か

つ効果的な行政運営を行うため、行政評価を実施し、その結果を公表するものとする。 

 

 

 

（３）これまでの実施状況 

 

平成１３年度から１８年度までは、基本計画に沿った施策評価1）や事務事業評価2）を行

い、平成１９年度はこれまでの実績や課題を踏まえ、評価単位の大括り化や事業タイプ

別評価様式の導入を試験的に実施しました。また、評価の透明性を向上するため、平成

１７年度から１９年度までは外部評価3）を実施し、事業の見直しに役立てています。 

平成１９年度の試験的実施を踏まえ、平成２１年度には組織目標や予算編成と連動さ

せるなど、実効性のある制度を目指して改善を図っています。また、平成２２年度以降

は予算編成との連動を強化するため、一部の事業を除く全事務事業（主に予算事業単位）

を評価対象とする「事務事業評価」を行っています。 

平成２９年度からは、基本計画の進捗管理を主な目的として、すべての施策を評価対象

とする「施策評価」を導入しています。 

 

 
                                                   
1）政策体系に基づいてその中核単位となる施策を対象とした評価（施策評価よりさらに包括的な活動単位を評価する

ものに政策評価があります。） 
2）個々の事務事業を対象とした評価 
3）外部の学識経験者と区民が客観的な視点や区民の視点から評価 
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２ 令和３年度（令和４年度実施）の行政評価 

 

（１）事務事業評価（内部評価） 

① 評価対象 

内部評価としての事務事業評価は、予算編成等に有効活用できるよう、一部の事業を

除く全事務事業を評価対象としています。 

  ※評価対象外とした事業 

（法定の義務的事業、施設の維持管理事業、その他評価に馴染まないもの） 

 

② 評価の特徴 

新基本計画や実施計画である未来戦略推進プランとの連動を図るため、基本計画に

おける政策・施策体系との紐付けを明確化しました。未来戦略推進プランに規定する計

画事業については、詳細な評価を３年に１度実施しています。計画事業以外は、指標の

把握を中心とした簡易的な評価としていましたが、令和３年度（令和４年度実施）の評

価は計画事業と同様に事業数の１/３を詳細な評価で実施し、今後の事業の方向性につ

いて評価を行ないました。 

 

③ 評価方法 

評価表 特 徴 
令和３年度（令和４年度実施） 令和２年度（令和３年度実施） 

評価対象事業 事業数 評価対象事業 事業数 

Ａ表 

（詳細版） 

指標の整理、総合評価、

適正性等様々な観点か

ら評価を行う。（総合評

価あり） 

■計画事業の１/３ 

■一般事業の１/３ 

※２ 

２０５ 
■計画事業の１/３ 

※２ 
１２４ 

Ｂ表 

（簡易版） 

現状設定している指標

や事業費の推移を継続

評価する。 

（総合評価なし） 

■計画事業の２/３ 

■一般事業の２/３ 

 

３７９ ■計画事業の２/３ ２１９ 

Ｃ表 

公会計 

分析付 

Ａ表の視点のほか、公

会計分析も加える。 

■政策経営部選定

事業 
１９ 

※１ 

■政策経営部選定事

業 
２０ 

※１ 

計   ６０３  ３６３ 

※１ Ｃ表事業数は、財政課が実施した「事業別実績シート」の数 

※２ 計画事業：「豊島区未来戦略推進プラン」の掲載事業、一般事業：計画事業以外の事業 

 

ア 現状の評価 

 現在実施している事業を、必要性（区が実施しなければならない事業であるか

等）、有効性（目標達成の手段として有効に機能しているか、計画どおり進められ
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ているか等）、効率性（費用対効果を踏まえ適切な実施方法が講じられているか

等）、適正性（法令遵守や委託事業の履行確認が適正になされているか等）の観点

から、事業所管課が評価しました。 

 

イ 今後の方向性についての評価 

 今後の事業の方向性の評価は、Ａ表、Ｃ表の２２４事業で実施しました。 

 現状の評価を踏まえ、今後の方向性について事業所管課が評価するとともに、政

策経営部が点検・精査することで、区としての方向性を明らかにしました。 

 現状維持、改善・継続の評価が８割強を占めており、今後は対象の事業につい

て、改善・見直しに向けた取り組みを進めていきます。 

 

表３－１ 総合評価 今後の事業の方向性 

評価結果 事業数 割合 

 Ｓ：拡充 １４     ６．３％ 

 Ａ：現状維持 １１７    ５２．２％ 

 Ａ’：改善・継続 ７９    ３５．３％ 

 Ｂ：改善・見直し   ５     ２．２％ 

 Ｃ：縮小  ４     １．８％ 

 Ｄ：終了  ５     ２．２％ 

計 ２２４    １００．０％ 

 

 

④ ＰＤＣＡサイクルのさらなる推進 

ＰＤＣＡサイクルによる行政経営を推進し、効率化に向けた見直しを継続するために

は、評価（Check）を的確に改善（Action）へと結びつけることが重要となります。令和

3 年度には、「計画事業の改善アクションシート」により、全ての計画事業において、こ

れまでの評価がどの程度改善につながっているかを確認しました。 

今後も、様々な手法により、行政評価を踏まえた業務改善・業務効率化の取り組みを進

めます。 
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（２）施策評価 

 

① 評価対象 

豊島区基本計画の政策体系に基づくすべての施策（７２施策）を評価対象としています。 

 

② 評価の特徴 

施策評価は、「基本計画の進捗管理」を主な目的としています。併せて、施策を構成す

る事務事業の状況および施策貢献度の分析による「事務事業の相対評価」を行い、今後の

施策の方針について評価しています。 

 

③ 評価方法 

基本計画の進捗管理については、豊島区基本計画の中で各施策に設定されている「施策

の達成度をはかる指標」により測定をしています。「施策の達成度をはかる指標」を補完

する指標や区民満足度調査の結果を進捗状況の把握に補助的に活用するために、別途「補

助指標」や「区民満足度指標」を設定しているものもあります。 

  また、施策を構成する事務事業について、「施策目標の達成にどの程度貢献しているか

（施策の目標値達成にどの程度効果がある手段なのか）」という観点から、３段階の相対

評価を行っています。 

  以上の分析を踏まえて、「来年度の方針」についての評価を行い、施策の成果の方向性

や施策を構成する事務事業の展開を示しています。 

 

表３－２ 施策の達成状況 

達成状況 施策数 

Ｓ：目標超過達成（１３０％以上）  ６      

Ａ：達成（１００～１３０％未満） ２６      

Ｂ：相当程度達成（７０～１００％未満） ２９      

Ｃ：未達成（４０～７０％未満）  ９      

Ｄ：大きく未達成（０～４０％未満）  ２      

その他  ０      

※全７２施策について、設定した指標に基づき施策の進捗状況を測定した 

 

④ 外部評価 

  施策評価では、外部評価（政策評価委員会における評価）を実施しています。この外部

評価は、専門的知見から、区が実施した内部評価結果の妥当性等についてチェックする

こと、評価手法等について助言を行うことを目的として実施しています。 

  ※詳細は、後述の「（３）政策評価委員会による行政評価」の「③令和４年度の取り組

み状況」で記載しています。 
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（３）政策評価委員会による行政評価 

 

① 政策評価委員会の設置 

平成２４年４月、外部委員６名と内部委員（区職員）２名の合計８名という委員構成で、

豊島区政策評価委員会を設置しました。 

区の外部と内部の双方から委員を選出し、「内部だけの評価」、「外部だけの評価」 

としないことで、実効性を担保した評価を練り上げていくことを目指しています。 

 

② これまでの取り組み 

平成２４～２５年度は「公共施設の運営」をテーマに、区民アンケートをもとにして、

平成２４年度は１０施設、平成２５年度は５施設を選定し、評価を行ないました。評価に

あたっては、評価者に「区民評価人」を加え、かつ広く区民に公開された場で評価を行う

ことで、区民意見の反映と透明性の拡大を目的とした新しい取り組みとして「公開事業評

価」という手法を取り入れています。この「公開事業評価」は時間の制約という大きな弱

点を持つため、その場限りの結論とせず、そこで得られた評価や評価委員と区民評価人の

意見も含めて政策評価委員会で検討を重ね、「総合評価」として意見や提案をとりまとめ

ました。 

平成２４・２５年度の政策評価委員会における事業評価結果は下表のとおりです。 

 

表３－３ 政策評価委員会事業評価結果 

No 平成２４年度評価対象施設 総合評価結果 

1 図書館 Ａ 妥当・おおむね妥当 

2 保育園 Ａ 妥当・おおむね妥当 

3 舞台芸術交流センター Ａ 妥当・おおむね妥当 

4 スポーツ施設 Ｂ 要改善 

5 勤労福祉会館 Ｃ 抜本的見直し 

6 公営住宅（区民住宅） Ｃ 抜本的見直し 

7 地域区民ひろば Ｂ 要改善 

8 公園 Ｂ 要改善 

9 目白庭園 Ｃ 抜本的見直し 

10 自転車駐車場 Ａ 妥当・おおむね妥当 

 

No 平成２５年度評価対象施設 総合評価結果 

1 区民センター Ｃ 抜本的見直し 

2 生活産業プラザ Ｂ 要改善 

3 区民集会室 Ｃ 抜本的見直し 

4 男女平等推進センター Ｂ 要改善 

5 子ども家庭支援センター Ａ 妥当・おおむね妥当 
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平成２６年度以降は、前基本計画の満了を前に、計画に掲げた政策の進捗状況の点検や

評価を行うとともに、新基本計画における適切な評価指標の設定や進捗管理手法等、効果

的な評価手法の構築に向けた検討を行なっています。 

 

③ 令和４年度の取り組み状況 

政策評価委員会の実施経過 

回 開催日 主な議事 

第１回 令和４年１２年１５日 ●令和３年度（令和４年度実施）事務事業評価及び施策

評価の結果について 

●令和５年度以降の基本計画進捗管理の方向性につい

て 

第２回 令和４年３月開催予定 ●令和５年度以降の基本計画の進捗管理方法（施策評

価方法）について 

 

平成２９年度から令和元年度にかけては、施策評価における外部評価を行っています。

この外部評価は、区が実施した内部評価結果の妥当性等について専門的知見からチェッ

クすることを目的として実施しています。令和２年度、令和３年度は基本計画の改定年に

あたり、令和２年度以降外部評価は実施していません。これまでに外部評価を実施した対

象施策は、表３－４のとおりです。 

 

表３－４ 外部評価実施施策 

実施年度 施策№ 施策名 所管部局 

２８年度

※ 

3-3-1 がん・生活習慣病対策等の推進 池袋保健所 

7-2-3 来街者の受入環境の整備 文化商工部 

２９年度 1-2-2 地域における活動拠点の充実 区民部 

3-2-3 社会参加の促進 保健福祉部 

4-1-2 困難を有する子どもやその家族への支援 子ども家庭部 

6-5-1 治安対策の推進 総務部（危機管理） 

３０年度 2-3-1 あらゆる分野における男女共同参画の推進 総務部 

4-5-1 新しい時代を拓く教育の推進 教育部 

5-1-2 みどりのネットワークの形成 環境清掃部 

6-2-2 良質な住宅ストックの形成 都市整備部 

令和 

元年度 

2-1-2 外国人住民とのコミュニティの形成・促進 政策経営部 

6-3-2 道路・橋梁の整備と維持保全 土木担当部 

※２８年度は試行実施 
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政策評価委員会名簿（令和４年１２月１５日現在） 

職 氏名 区分 肩書き（活動分野、所属等） 

委員長 原田 久 有識者 立教大学法学部教授 

副委員長 奥島 正信 区職員 豊島区政策経営部長 

委員 猪岐 幸一 有識者 公認会計士 

委員 大崎 映二 有識者 行政アドバイザー 

委員 藤田 由紀子 有識者 学習院大学法学部教授 

委員 益田 直子 有識者 拓殖大学政経学部准教授 

委員 佐々木 美津子 区職員 豊島区立男女平等推進センター 所長 

※委員長、副委員長以外の有識者委員は五十音順 

  

（４）評価結果の活用 

内部評価としての事務事業評価は、すぐに対応できる事業については次年度予算に反

映するほか、未来戦略推進プラン（年度ごとの実施計画）などの策定等に活用しています。 

併せて、指標に基づく事業の達成状況を示すなど、説明責任を果たすシステムとして行

政の透明性向上に寄与しています。 

 

表３－５ 令和２年度（令和３年度実施）事務事業評価結果別の令和４年度予算反映状況 

 

※予算編成は、区の方針、関連団体との連携、義務費の位置付けなど、個々の事業により判

断が異なります。行政評価は予算編成時の資料の１つとして活用しており、行政評価の

結果のみが直接的に予算に反映されているわけではありません。（「Ｓ（拡充）」の評価

に対して、予算の状況は「予算縮小」になっている事業もあります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度
予算反映状況

増額 2 40.0% 10 45.5% 28 41.2% 11 29.7% 0 0.0% 0 0.0% 51 35.4%

増減なし 1 20.0% 2 9.1% 16 23.5% 11 29.7% 0 0.0% 0 0.0% 30 20.8%

予算縮小 2 40.0% 10 45.5% 22 32.4% 15 40.5% 2 100.0% 2 20.0% 53 36.8%

事業休廃止/終了 0 0.0% 0 0.0% 1 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 8 80.0% 9 6.3%

事業費なし
（人件費のみ）

0 0.0% 0 0.0% 1 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.7%

計 5 100% 22 100% 68 100% 37 100% 2 100% 10 100% 144 100%

Ｓ（拡充） Ａ（現状維持） Ａ’（改善・継続） Ｂ（改善・見直し） Ｃ（縮小） Ｄ（休廃止・統合） 合計
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（５）今後について 

区が行っている事務事業が、区民に有効なものとなっているか、また、「最小の経費

で最大の効果」という行政運営の基本に照らし適切であるかについては、定期的に点

検・検証していくことが重要です。 

その意味で、行政評価制度は区政にとって不可欠なマネジメントツールといえますが、

行政評価制度の仕組みについては明確な正解というものはなく、各自治体がそれぞれの

実情を踏まえ実施しているのが現状です。 

本区においては、これまでさまざまな形で評価を行ってきました。今後も他自治体の

先進事例等を含め研究を重ねるとともに、区民の皆様の意見を反映しながら、予算編成

への活用方法の検討を進めるなど、制度をより実効性のあるものにしたいと考えていま

す。 

 

 

 

行政評価（事務事業評価及び政策評価委員会による事業評価）の結果については、豊島

区ホームページにて公開しています。 

（http://www.city.toshima.lg.jp/） 

また、政策経営部行政経営課及び区役所行政情報コーナー、及び区立各図書館では、

冊子を閲覧できます。 
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第 ４ 章 

 

外郭団体 
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第４章 外郭団体 

 

１ 外郭団体とは 

 
（１）外郭団体の定義 
 

外郭団体の定義は、法令で明確に規定されたものはなく自治体によって異なりますが、

以下の定義にあてはまる団体を「外郭団体」としています。 

外郭団体の定義  

  ①区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの 25％以上を出資または出捐して 

いる団体 

②区が継続的な財政支援、人的支援を行っているもののうち、区の指導、調整が 

必要な団体 

 

（２）団体の設立目的・設立経緯 
   

令和４年４月現在、豊島区の外郭団体は以下の７団体となっています。 

 

表４－１ 外郭団体の設立目的 

団体名 設立年月 設立目的 

一般財団法人 

東京広域勤労者サービスセンター 

（平成 30 年 4 月に「東京城北勤労者サー

ビスセンター」より名称変更） 

平成 4年 

4月 

区内（豊島区、北区、荒川区、杉並区）の中小企業

等に勤務する勤労者と事業主及び区に居住し、区外

の中小企業等に勤務する勤労者並びに区民を対象

に、総合的な勤労者福祉事業を行い、もって中小企

業の振興、地域社会の発展に寄与すること 

公益財団法人 

としま未来文化財団 

（平成 17 年 4 月「豊島区コミュニティ振

興公社」より名称変更） 

昭和 60年 

4月 

創造性のある文化・芸術活動の伸展を図りつつ、コ

ミュニティの醸成とまちづくり活動の促進に関す

る事業を推進し、豊かな区民生活と活力ある地域社

会の形成に寄与すること 

社会福祉法人 

豊島区民社会福祉協議会 

（平成 25年 5月「豊島区社会福祉協議会」

より名称変更） 

昭和 28年 

8月 

豊島区における福祉事業その他の社会福祉を目的

とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活

動の活性化により、地域福祉の推進を図ること 

社会福祉法人 

豊島区社会福祉事業団 

平成 6年 

3月 

豊島区と一体となって、社会福祉事業の推進を図

り、広く区民の福祉の向上と増進に寄与すること 

公益社団法人 

豊島区シルバー人材センター 

昭和 51年 

10月 

高齢者の知識、経験及び希望に沿った就業機会を確

保し、生活感の充実及び福祉の増進を図るととも

に、高齢者の能力を生かした活力のある地域社会づ

くりに寄与すること 

医療法人財団 

豊島健康診査センター 

平成 11年 

9月 

区内の医療機関を支援する精密検査機関としての

役割を担い、生活習慣病の予防、ガンの早期発見、

寝たきりの予防等区民の健康の保持・増進に貢献す

ること 

東長崎駅・椎名町駅整備株式会社 

（平成 20年 6月「東長崎駅整備株式会社」

より名称変更） 

平成 16年 

3月 

鉄道駅総合改善事業として東長崎駅駅舎改善整備

を実施し、整備した東長崎施設を西武鉄道に貸し付

けること 



 
 

 

- 57 - 

（３） 外郭団体の概要（令和４年４月１日現在） 

 

  表４－２ 外郭団体の概要 

団体名 主な事業 基本財産 役員 

東京広域勤労者サービス 
センター 

中小企業勤労者福祉に関する 

1.調査研究 

2.各種講習会等開催事業 

3.情報提供事業 

4.福祉事業 

5.都区が行う事業への協力 

12百万円 

（区比率 25％） 

44名 

としま未来文化財団 
 

1.文化芸術の伸展に関する事業 

2.区から指定管理等で受託した施設に

おける公益目的外事業 

3.指定管理施設等の運営業務に付随す

る業務 

500 百万円 

（区比率 100％） 

24名 

豊島区民社会福祉協議会 1.法人運営事業 

2.地域福祉事業 

3.ボランティア活動推進事業 

4.助成事業 

5.生活福祉資金貸付事業 

6.福祉サービス利用援助事業 

7.歳末たすけあい運動事業 

8.公益事業  

3百万円 

（区出資 0％） 

32名 

豊島区社会福祉事業団 1.特別養護老人ホーム事業 

2.高齢者住宅サービスセンター事業 

3.グループホーム事業 

4.訪問介護ステーション事業 

5.地域包括支援センター事業 

6.居宅介護支援事業所事業 

7.ケアハウス事業 

8.保育園事業 

9.地域貢献事業 

10百万円 

（区比率 50％） 

22名 

豊島区シルバー人材センター 1.普及啓発、入会促進事業 

2.会員交流事業 

3.情報提供・受注促進事業 

4.受託・派遣・独自事業の実施 

5.就業拡大促進事業 

6.会員研修・講習事業 

7.安全就業推進事業 

8.地域ボランティア・社会貢献事業 

9.地域貢献推進体制整備事業 

10.地域班・職群班活動支援事業 

なし 12名 

豊島健康診査センター 1.保険診療事業 

2.自費診療事業 

3.検体検査事業 

4.保健事業（豊島区が実施する健康診

査、検診） 

5.保健指導事業 

10百万円 

（区比率 60％） 

18名 

東長崎駅・椎名町駅整備 1.東長崎駅及び椎名町駅施設貸付・維

持管理事業 
10 百万円 

（区比率 50％） 

6名 
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（４） 公益法人制度改革 

 

公益法人制度改革は、従来民法に定められていた公益法人制度を抜本的に見直すもので、

そのための公益法人制度改革関連三法が平成２０年１２月１日に施行されました。 

この改革により、公益を目的として旧民法３４条の規定により設立された社団法人又は

財団法人は、法施行日から５年以内に新制度に対応した法人への移行、あるいは解散をしな

ければならないこととなりました。 

 区の外郭団体では、財団法人豊島区勤労者福祉サービスセンター（現、東京広域勤労者サ

ービスセンター）、財団法人としま未来文化財団及び社団法人豊島区シルバー人材センター

の３法人が公益法人制度改革の対象となりました。各法人とも東京都公益認定等審議会に

おいて、認定・認可基準に適合すると認められるとの答申を受け、平成２３年４月１日に下

記のとおり移行しました。 

  

 表４－３ 外郭団体の公益法人改革への取組み状況 

 

    

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

団体名 現行の種類 

豊島区勤労者福祉サービスセンター 

（現、東京広域勤労者サービスセンター） 
財団法人 

としま未来文化財団 財団法人 

豊島区シルバー人材センター 社団法人 

移行後の種類 

一般財団法人 

公益財団法人 

公益社団法人 
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団体名 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

東京広域勤労者サービスセンター 計 25 26 27 28 27 24 24 28

委託料 0 0 0 0 0 0 0 0

補助金額 25 26 27 28 27 24 24 28
としま未来文化財団 計 535 567 585 619 744 1,557 1,362 1,269

委託料 352 360 331 319 404 1,261 1,097 951

補助金額 183 207 254 300 340 296 265 318
豊島区民社会福祉協議会 計 273 328 339 370 376 381 379 388

委託料 137 178 174 197 205 213 232 240

補助金額 136 150 165 173 171 168 147 148
豊島区社会福祉事業団 計 4,078 787 868 998 895 1,073 700 732

委託料 442 485 483 488 501 545 557 633

補助金額 3,636 302 385 510 394 528 143 99

計 366 378 373 372 359 396 439 451

委託料 341 349 344 340 322 353 398 411

補助金額 25 29 29 32 37 43 41 40
豊島健康診査センター 計 22 21 35 39 31 30 29 37

委託料 2 2 2 2 2 2 2 2

補助金額 20 19 33 37 29 28 27 35

計 0 0 0 0 0 0 0 0

委託料 0 0 0 0 0 0 0 0

補助金額 0 0 0 0 0 0 0 0

豊島区シルバー人材センター

東長崎駅・椎名町駅整備

２ 外郭団体の経営状況 

（１）区からの支出金 
 

区から外郭団体へ支出される金額は、委託料と補助金から構成されています。区の事

業の執行を外郭団体に委ねる場合は委託料、団体の主催事業や特定経費について区が財

政的支援を行うときは補助金として支出します。 

図４－１ 外郭団体に対する区からの支出額の推移（決算額） 

 

 

  

 

 

 

 

 

表４－４ 外郭団体に対する区からの支出額の推移（決算額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊島区社会福祉事業団の平成２６年度の補助金額が３６億３千万円超となっているのは、

区から特別養護老人ホーム等３施設が無償譲渡されたことが要因です。無償譲渡を受け、自

らの事業として実施することによって、増収やコスト削減などの経営努力が決算に直接反

映され、安定的な経営の確保が期待されます。としま未来文化財団の令和元年度の委託料が

８億６千万円増加したのは、区民センター及び芸術文化劇場のオープンに伴う記念事業や

施設の管理に係る指定管理業務によるものです。

単位：百万円 

※ 令和２年度、３年度に実施した指定管理者への損失補てん（新型コロナウイルス感染症に伴う減収）は含まない。 
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団体名 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

東京広域勤労者サービスセンター 194 194 201 201 307 253 232 259

としま未来文化財団 902 973 833 867 988 2,043 1,883 2,006

豊島区民社会福祉協議会 439 433 440 469 465 454 494 576

豊島区社会福祉事業団 6,127 2,914 2,959 3,146 3,028 3,250 2,816 2,841

豊島区シルバー人材センター 754 775 798 808 792 798 813 827

豊島健康診査センター 709 746 766 769 821 852 850 801

東長崎駅・椎名町駅整備 98 82 76 72 69 66 64 62

計 9,223 6,117 6,073 6,332 6,470 7,716 7,152 7,372

（２）外郭団体の収入額 

 

平成２６年度は、区から豊島区社会福祉事業団へ特別養護老人ホーム等３施設が無償譲

渡されたことにより収入額が増加しています。また、令和元年度は、区民センター及び芸術

文化劇場のオープンに伴う記念事業や施設の管理に係る指定管理業務により、としま未来

文化財団の収入額が増加しています。令和２年度は、デイサービス利用者の外出控えにより、

社会福祉事業団の収入が減少しています。 

 

図４－２ 外郭団体の当期収入額合計と区支出額合計の推移（決算額） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４－５ 外郭団体の当期収入額の推移（決算額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）外郭団体の管理費 

 

外郭団体の経営の合理化を進めるためには、毎年度経常的に要する費用である管理経

費、特に人件費の縮減が課題の一つになっています。各団体は独自の給与体系を策定する

など人件費の抑制に努めていますが、今後も引き続き、業務の効率化を図ることにより人

件費などの管理経費を縮減することが求められています。 

 

 

 

単位：百万円 
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単位：百万円

団体名 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

東京広域勤労者サービスセンター 26 22 24 28 30 29 27 30

としま未来文化財団 101 114 128 151 134 255 189 220

豊島区民社会福祉協議会 85 72 92 97 92 84 76 76

豊島区社会福祉事業団 117 86 96 22 105 19 19 18

豊島区シルバー人材センター 63 60 63 69 66 76 77 74

豊島健康診査センター 103 103 107 117 130 151 114 119

東長崎駅・椎名町駅整備 1 1 1 2 2 2 1 2

計 496 458 511 486 559 616 503 539

団体名 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

東京広域勤労者サービスセンター 8 7 8 8 10 9 9 10

としま未来文化財団 85 87 86 115 92 136 138 150

豊島区民社会福祉協議会 47 55 73 81 79 74 66 65

豊島区社会福祉事業団 98 66 77 15 90 19 18 18

豊島区シルバー人材センター 31 45 44 47 46 50 50 47

豊島健康診査センター 11 9 11 11 11 11 12 12

東長崎駅・椎名町駅整備 1 1 1 1 1 1 1 1

計 281 270 300 278 329 300 294 303

図４－３ 外郭団体の管理費合計の推移（決算額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊島区社会福祉事業団は、会計基準の見直しとして、平成 29 年度に新基準の試行、令和

元年度に適用を開始したことにより管理費が減少しています。としま未来文化財団は、平成

29 年度に退職費用の計上、令和元年度に施設管理業務による人件費の増加などにより管理

費が増加しましたが、令和 2年度に組織の大幅な見直しを行い、減少傾向にあります。豊島

健康診査センターは、平成 29年度から令和元年度にかけて、がん検診の受診者数が大幅に

増加したことに伴い増加しましたが、令和２年度は受診控えから減少に転じています。 

 

表４－６ 外郭団体の管理費の推移（決算額） 

 

 

 

 

 

 

  

 

表４－７ 外郭団体の管理費のうち人件費の推移（決算額） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

単位:百万円 
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（４）職員数 

 

社会福祉事業団は平成１８年度からの区立駒込第三保育園や平成２１年度からの区立

南大塚保育園の運営受託、平成２６年度からの西巣鴨さくらそう保育園開設に続き、保育

事業の拡張により職員数が大きく増加してきましたが、令和２年度には上池袋豊寿園の

閉鎖に伴い採用数の調整を行いました。としま未来文化財団は、としま区民センター・豊

島区立芸術文化劇場の指定管理業務、池袋西口公園野外劇場の管理運営業務などにより、

平成 30 年度から令和元年度にかけて大きく増加しています。 

令和３年度においては、各団体ともに効率的な運営に努めた結果、全体的に減少傾向

にあります。 

 

     図４－４ 外郭団体の職員（総職員）数合計の推移（各年４月１日現在） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－５ 外郭団体の職員（常勤職員）数合計の推移（各年４月１日現在） 
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団体名 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

東京広域勤労者サービスセンター 計 15 16 17 17 20 19 21 20 20

常勤職員 15 16 17 17 20 19 21 20 20

非常勤職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0

としま未来文化財団 計 99 97 95 98 104 123 130 126 103

常勤職員 39 42 44 49 54 77 86 79 61

非常勤職員 60 55 51 49 50 46 44 47 42

豊島区民社会福祉協議会 計 119 83 84 91 91 87 100 104 93

常勤職員 49 57 59 58 61 64 69 65 63

非常勤職員 70 26 25 33 30 23 31 39 30

豊島区社会福祉事業団 計 456 511 533 516 519 537 543 513 493

常勤職員 256 250 263 267 259 275 279 276 263

非常勤職員 200 261 270 249 260 262 264 237 230

豊島区シルバー人材センター 計 12 14 13 15 19 18 19 23 22

常勤職員 7 9 6 7 7 8 8 8 8

非常勤職員 5 5 7 8 12 10 11 15 14

豊島健康診査センター 計 55 56 57 56 56 61 59 62 62

常勤職員 40 40 38 37 36 37 36 38 37

非常勤職員 15 16 19 19 20 24 23 24 25

東長崎駅・椎名町駅整備 計 1 1 1 1 1 1 1 1 1

常勤職員 1 1 1 1 1 1 1 1 1

非常勤職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0

757 778 800 794 810 846 873 849 794

常勤職員 407 415 428 436 438 481 500 487 453

非常勤職員 350 363 372 358 372 365 373 362 341

＊非常勤職員には臨時職員を含む

合       計

表４－８ 外郭団体の職員数の推移（各年４月１日現在） 
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３ 外郭団体の見直し 

 

 指定管理者制度の創設、公益法人制度改革など外郭団体を取り巻く環境の変化を踏まえ、

区では、外郭団体の見直しについての考え方を「豊島区未来戦略推進プラン２０２２ －計

画事業編－」において、次のように明らかにしています。 

    

「豊島区未来戦略推進プラン２０２２－計画事業編－ 第４章－４（１）効率的な公共サー

ビスの提供」から 

≪基本的考え方≫ 

公共と民間、両方の性格を併せ持つ外郭団体は、区の業務を補完し、区に代わって公共サ

ービスを提供する役割を担っており、今後も経営評価を活用し、採算性や効率性を意識した

自立的経営を目指します。区では今後も更なる区民サービスの向上と区財政基盤の安定化・

強化を目指し、民間活力や外郭団体の活用を進めていきます。 

 

≪具体的取り組み内容≫ 
№   項  目 内  容 

１ 

 

（公益財団法人） 

としま未来文化財団 

 

【所管課】 

文化デザイン課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化施策の一翼を担う公益財団法人として、区と協働した文化事業の効果的な推

進を図るとともに、指定管理者となる文化施設の管理にあたっては専門性を活か

し、より効果的な運営を心がける。財団経営にあたっては、財務体質の強化ととも

に各事業の採算性向上に努め、安定した法人運営に取り組む。 

 
 

2 年度 

第７次経営の指針に沿った運営並びに国際アート・カルチャー都市構

想の推進に資する事業を区との緊密な連携のもと積極的に展開すると

ともに、指定管理施設の円滑な運営と効果的な事業展開を推進する。 

さらに、財団の経営体質を強化し、区民に必要なサービスを提供する

ために、事業収支の妥当性や効率性を意識した経営改善を行う。 

3 年度 

第７次経営の指針に沿った運営並びに国際アート・カルチャー都市構

想の推進に資する事業を区との緊密な連携のもと積極的に展開すると

ともに、指定管理施設の円滑な運営と効果的な事業展開を推進する。

さらに、財団の経営体質を強化し、区民に必要なサービスを提供する

ため、事業収支の妥当性や効率性を意識した経営改善を進めていく。 

4 年度 

以 降 

第７次経営の指針に沿った運営並びに国際アート・カルチャー都市構

想の推進に資する事業を区との緊密な連携のもと積極的に展開すると

ともに、指定管理施設の円滑な運営と効果的な事業展開を推進する。

さらに、財団の経営体質を強化し区民により良いサービスを提供する

ため、事業収支の妥当性や効率性を意識した経営改善を進めていく。 
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№   項  目 内  容 

2 

 

（一般財団法人） 

東京広域勤労者 

サービスセンター 

 

【所管課】 

生活産業課 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業を対象に勤労者福利厚生サービスを実施することにより、勤労者福祉の向上に

努めるとともに、広域化によるスケールメリットを活かした事業展開やコスト削減を図

り、安定した法人運営を目指す。 

 
 

2 年度 
４区（豊島区・北区・荒川区・杉並区）体制による広域化法人の安定した

運営と経営の効率化をすすめ、サービスの向上を目指す。 

3 年度 

４区（豊島区・北区・荒川区・杉並区）体制による広域化法人の安定した

運営と経営の効率化をすすめ、サービスの向上を目指す。また、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、変化する生活様式に対応した福利厚生事

業を実施していく。 

4 年度 

以 降 

４区（豊島区・北区・荒川区・杉並区）体制による広域化法人の安定した

運営と経営の効率化をすすめ、サービスの向上を目指す。また、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、変化する生活様式に対応した福利厚生事

業を実施し、会員の満足度アップを図る。 

3 

 

（社会福祉法人） 

豊島区社会福祉 

事業団 

 

【所管課】 

  福祉総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉の担い手として、新たな役割の創出や機能の充実を図り、社会福祉事業及び公

益事業を推進していく。また事業推進にあたっては常に効率化・能率化に努め経営の安定

化を図る。 
 

2 年度 

深刻化する介護職員不足に対し、介護事業の再編及び事業規模の縮小

を検討する。介護事業の増収に向け、ICT 化による業務の効率化及び

利用率の向上、「選ばれる施設」の実現を目指す。保育事業の拡充を行

う。新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画（BCP）を

策定する。 

3 年度 

介護職員人材確保のため、閉鎖した上池袋豊寿園職員の再配置、求人

サイトの活用、人材育成計画の策定を行う。業務改善 PTを立ち上げ、

生産性向上を目指す。特養利用率増や、事業間連携による効率的なサ

ービス提供体制の構築による増収を目指す。臨時保育所の受託を行う

（R3～R5）。 

4 年度 

以 降 

令和４年度の給与削減、令和５年度以降の人事給与体系及び人事考課

制度の見直しにより、経営の安定化と働き甲斐のある職場作りを目指

す。業務改善の取組をさらに進展し、生産性の向上及び職員定数の見

直しを行う。 

4 

 

（社会福祉法人） 

豊島区民社会福祉 

協議会  

 

【所管課】 

福祉総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「豊島区民地域福祉活動計画」に基づき、区民の参加と協働による地域福祉を推進す

る。また、会員増強や寄付の確保、各事業の効率化により経営安定化に取り組む。 

 

 

2 年度 

住民主体の小地域福祉活動の拡充の支援や多文化共生への取組等によ

る、豊島区版「地域共生社会」の推進。 

会員の増強、事業の見直し・定数管理による財政面の改善を図り、職員

育成や目標管理制度導入により、効率的な事業運営に取り組む。 

 

3 年度 

 

豊島区版「地域共生社会」の推進、「災害ボランティアセンター」の立ち

上げに向けた連携強化、「市民後見人」の育成支援、コミュニティソーシ

ャルワーク事業の推進、会員の増強、事業の見直し・定数管理による財

政面の改善を図り、「経営改善計画」に基づいた効率的な事業運営に取り

組む。 

4 年度 

以 降 

8050 問題、ひきこもり、生活困窮者等が抱える地域生活課題の解決に向

けて、CSW 事業の一層の推進を図る。フードバンク事業を通じた新たな

参画企業・地域活動団体とネットワーク構築を目指す。また、終活サポ

ート事業の新たな事業展開、成年後見制度の利用促進を図るため中核機

関の事業運営等により「誰一人取り残さない」地域共生社会の実現に向

けて取り組む。「経営改善計画」の推進による財政面の改善を図る。 
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№   項  目 内  容 

5 

 

（公益社団法人） 

豊島区シルバー人材

センター 

 

【所管課】 

福祉総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

人生 100 年時代の高齢者の生涯現役活躍と持続可能な地域社会づくりを目指して、 

健康で働く意欲のある高齢者に、身近な地域で能力と経験に応じた多様な就業、社会  

参加の機会を提供し、公共・民間での「生きがい就業」を推進する。法人の経営として

は、会員増強・就業拡大による経営基盤の強化とともに効果的な組織運営に取り組む。 

 
 

2 年度 

新型コロナウイルス感染拡大を受け、当初の事業計画を見直した上で、

会員増強、受注拡大のための PR活動として、区報広告掲載等の他、地

域区民ひろばでチラシ配布を行う。また、雑司が谷公園管理業務やと

しまキッズパーク管理業務の新規受注に取り組むとともに、感染予防

対策を取り、会員の健康・安全を確保しつつ、就業を継続する。 

3 年度 

感染症による影響が長く続くなかでも、会員増強のための PR活動を進

めるため、入会説明会の内容を見直し複数回開催するなど工夫する。

また、受注拡大のため、特に保育補助業務をはじめとした派遣事業の

拡大に取り組み、会員の活躍の場を広げる。感染予防対策を第一とし

つつ、会員の健康・安全を確保しながら、就業を継続する。 

4 年度 

以 降 

高齢者の健康で生きがいのある生活と地域社会の持続可能な発展を目

指して、①会員の増強、②就業の受注拡大・開拓、③適正就業と安全

就業の推進、④地域貢献活動の推進、⑤法人運営体制の強化を重点と

して取り組む。また、令和４年度に第２次中期計画の実施状況等を検

討しながら、令和５年度から５年間の第３次中期計画の策定を行う。 

6 

 

（医療法人財団） 

豊島健康診査 

センター 

 

【所管課】 

地域保健課 

 

 

 

 

 

 

 

地域における健康づくりの拠点として、医師会等との緊密な連携を図りつつ、自律的

経営の確立に努める。 

 
 

2 年度 

緊急事態宣言による事業休止により、各事業収入が大きく落ち込んだ。

経費の圧縮を図るも、収支改善には時間を要すると見込まれる。持続

的・効率的な経営を実現するため、「経営５か年計画 2021」を策定。 

3 年度 

令和２年度に比べ収支は改善したが、事業収入の回復が遅れている。

「経営５か年計画 2021」に基づき、区事業への対応、医療機器の計画

的更新、業績回復に向けた経営の効率化、人事・組織体制の見直し等

を進める。 

4 年度 

以 降 

引き続き「経営５か年計画 2021」に基づき、区事業への対応とともに、

医療機器の計画的更新、さらなる経営の効率化、人事・組織体制の見

直し等を進める。区民・利用者に信頼される検査・健診施設を目指し、

サービスレベル向上、事務事業の改善、経営改革に取り組む。 

7 

外郭団体経営評価の

実施 

 

【所管課】 

行政経営課 

外郭団体を所管 

する課 

外郭団体の経営状態や事業の成果を明らかにし、行政ニーズの変化に柔軟に対応した

経営改革を図るために経営評価を実施する。（隔年実施） 
 

2 年度 経営評価実施 

3 年度 ― 

4 年度 経営評価実施 
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終 章 これまでの行政改革の取組みと財政健全化への流れ 

 
１ これまでの行政改革の取組み 

 

バブル経済の崩壊以降、日本経済が長期間の低迷期に入る中、本区を含めた各自治体では

これまでに経験したことのない厳しい行財政運営を強いられることになりました。とりわけ

平成７年以降は区財政が極めて厳しい状況となり、本区は破綻寸前まで追い込まれることと

なりました。 

こうした状況を背景として、本区では、人件費をはじめとする行政内部コストの削減を重

点的に行うため、職員定数の適正化、業務の委託化・民営化、事務事業の見直し等、絶え間

なく行政改革に取り組んできました。 

 

【行政改革の主な取組み】 

時期 
実施 

主体 

取組み 

（□：全庁的取組 ●：個別的取組 ☆：国の取組み） 

平成 5 年度 区 ●「リフレッシュプラン」策定（平成 6～7 年度までの定員適正化計画） 

平成 7 年度 区 ●「新リフレッシュプラン」策定（平成 8～11 年度までの定員適正化計画） 

平成 8 年度 区 □「行財政改革推進本部」設置 

□「豊島区行財政改革計画」（平成 9 年～11 年度）策定 

（職員定員の削減、事業の民間委託の推進、執行方法の見直しによる経費の削減

など） 

平成 11 年度 国 ☆「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」に基づく

PFI 制度の導入 

区 ●「定員適正化計画」（平成 12 年度の定員適正化計画） 

平成 12 年度 国 ☆「地方分権一括法」施行 

区 □「新生としま改革プラン」策定（平成 13～16 年度に推進計画を策定） 

（5 つのプラン＝行政サービスの再編成、公共施設・都市基盤のあり方、区民と

の協働、効率的な組織運営・定数の適正管理、透明性と迅速性にすぐれた行政シ

ステムなど） 

□「財政健全化計画」策定 

（計画的かつ段階的な取組、歳出の抑制と歳入の確保、財政指標の改善） 

●「新定員適正化計画」策定（平成 13～16 年度の定員適正化計画） 

平成 13 年度 国 ☆今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針（骨太の方針） 

策定（聖域なき構造改革、地方自立活性化等） 

区 ●行政評価実施開始 
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平成 15 年度 国 ☆「地方自治法」改正による公の施設に係る「指定管理者制度」の導入 

平成 16 年度 国 ☆「集中改革プラン」（総務省）策定※18 年からの指針 

（民間委託化の推進、出先機関の見直し、市町村への権限移譲、事務事業の再

編・整理等、市場化テストの推進） 

平成 16 年度 区 □「行財政改革プラン２００４」（平成 17～21 年度）策定 

（行財政システムの改革、施策の再構築、公共施設の再構築・活用、としま未来

への経営戦略（文化・都市再生・健康）） 

●「定員管理計画」策定（平成 17～22 年度の定員適正化計画） 

平成 17 年度 区 ●指定管理者制度の導入 

 

平成 18 年度 区 □「豊島区未来戦略推進プラン２００７」（平成 19～22 年度）策定 

（未来への戦略プラン（文化・健康・都市再生・環境）、行財政システムの改革、

公共施設の再構築・区有財産の活用など） 

※平成 19 年度以降、毎年度本プランを策定 

平成 22 年度 区 ●「新定員管理計画」策定（平成 23～27 年度の定員適正化計画） 

平成 24 年度 区 □「総点検」の実施開始 

（無駄・非効率の改善、事業の休廃止、歳入の確保） 

平成 28 年度 国 ☆「PPP／PFI 推進アクションプラン」策定 

区 ●「第 7 次定員管理計画」策定（平成 29～38 年度の定員適正化計画） 

● ワークスタイル変革の実施 

●ＦＦパートナーシップ協定 第１号締結 

※ＦＦは Female/Family Friendly（女性/ファミリーにやさしい）の略 

平成 29 年度 区 ●公民連携推進担当課長設置 

●「豊島区ネーミングライツ導入に関するガイドライン」策定 

●新公会計制度導入に伴う予算科目の再編成 

平成 30 年度 区 ●RPA の試験導入 

令和元年度 区 ●業務委託モニタリング制度の試行実施 

令和 2 年度 区 ●業務委託モニタリング制度の運用開始 

●予算事業と事務事業評価単位の統一 

令和 3 年度 区 ●外郭団体経営改善検討会の設置 
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２ 財政健全化と今後の課題について 

 

（１）経常収支比率の推移 

経常的に収入される一般財源のうち、経常的に支出される経費に充当した一般財源の割合

を指標化したものが経常収支比率です。経常的経費に充当する経常的一般財源が少ないほど

臨時の財政需要などに充当できる分が多くなり、財政構造の弾力性が高いとされます。適正

水準は、一般的に８０％以下とされています。 

本区の経常収支比率は、図表５－１のとおり、平成１７年度以降は、４年連続で７０％台

を維持し、適正水準の範囲内となっていましたが、２０年秋以降の世界的な景気の悪化によ

り、経常一般財源歳入が大きく落ち込み、２１年度以降は４年連続で８０％を超える状況に

ありました。 

２５年度からは、特別区民税や財政調整交付金といった一般財源歳入の増と人件費や公債

費の歳出減により経常収支比率は５年連続で７０％台を維持しましたが、３０年度以降は、

４年連続で８０％を超える状況となっています。 

特に、令和２年度は前年度比で５．０ポイントも大きく上昇し８５．９％となりましたが、

３年度は、分子である経常経費充当一般財源が２億円の微増となったものの、分母である経

常一般財源歳入が、特別区財政調整交付金の増などにより４５億円の増となったことから、

前年度比で４．７ポイント改善し、８１．２％となりました。 

 

図５－１ 経常収支比率の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「区財政の推移と現状（令和 4年 9月）」より    

 ・「経常収支比率」とは、地方税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源が、人件費、扶助費、
公債費のように毎年度経常的に支出される経費にどの程度充当されているかにより、財政構造の弾力性を
判断しようとする指標です。経常収支比率の適正水準は、一般的に80％以下とされています。 
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（２）「貯金」と「借金」のバランス 

  恒常的に発生する財源不足を補うため取り崩しや運用を行ってきた結果、平成２年度に 

３５０億円台に達していた基金残高（貯金）は、１５年度には２１億円となり、ほとんど枯

渇寸前の状態に陥っていましたが、１７年度を境にした景気回復による特別区税等の歳入増

を背景に、積み立てに努めてきた結果、２５年度末には２３６億円にまで回復しました。 

 一方、施設建設などの財源を確保するために発行してきた負債の残高（借金）は、１１年

度末に８７２億円にまで膨らみました。その後、投資的経費を抑制し特別区債の発行を極力

回避してきた結果、２５年度末には２１８億円とピーク時の１／４にまで減少し、その結果、

貯金と借金の差はプラス１８億円となり、２年度以来２３年ぶりに貯金が借金を超過しまし

た。 

 ２６年度は、新庁舎保留床等購入の財源として基金を１３６億円取り崩したため、差は再

び８５億円の借金超過の状態となりましたが、２７年度末には旧庁舎跡地一括前払い地代が

１９１億円歳入され、それを原資に基金に１８３億円を積み直すなどしたため、再び貯金が

借金を上回りました。これ以降は、７年連続で貯金が借金を上回っています。 

令和３年度はコロナ禍が及ぼす基幹歳入への影響が当初の見込みより大幅に改善したこと

から、その財源を活用し基金への積み立てを積極的に行うとともに、起債については将来負

担を考慮し、最小限にとどめたため、貯金と借金の差は過去最大の２１８ 億円となりました。 

今後も持続可能な財政基盤を維持していくためには、貯金と借金のバランスを考え、基金

の管理と特別区債の発行を計画的に行っていくことが大変重要となります。 

 

図５－２ 貯金（基金）と借金（負債）の推移（一般会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※
「区財政の推移と現状（令和 4年 9月）」より 

836 億円の

マイナス 

貯金＞借金 

23 年ぶり 

218 億円 

貯金超過 
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（３）今後の課題 

  前述のとおり、令和３年度末は、貯金が借金を上回る黒字財政となっています。 

 特別区の歳入環境は、世界経済や日本経済の影響に大きく左右されます。世界経済の情勢

を見ると、新型コロナウイルス感染症の拡大により停滞していた社会経済活動の正常化が進

む一方、ウクライナ情勢の緊迫化や中国での厳格な防疫措置からの大幅な緩和措置など、経

済に影響を与える新たな事象も見られました。特にウクライナ情勢によるエネルギーや食料

の供給懸念が相まって、物価上昇が一段と進行する中で、新興国に続いて先進国においても

金融引締めが進展しており、国内経済を取り巻く環境は大きな影響を受ける可能性がありま

す。区としては、こうした様々な状況の変化を的確に捉える必要があります。 

区税収入は堅調に推移してきたものの、ふるさと納税制度による個人住民税の流出は年々

増加しており、その影響は無視できない状況です。都区財政調整制度による財政調整交付金

についても、地方消費税清算基準の見直しや法人住民税の一部国税化など、今後の歳入環境

は予断を許さない状況にあります。 

歳出においては、高齢化の進展やコロナ対策に伴う扶助費の増加、不燃化特区推進事業を

核とした防災まちづくり、老朽化した義務教育施設や公共施設の改築・改修事業への対応な

どの投資事業も見込まれています。令和４年度一般会計当初予算規模は前年度に比べて５５

億６５百万円の増となり、過去２番目の予算規模となりました。区は社会変化に対応するた

め多様な事業を展開するようになってきており、事業の効率性や有効性を評価したうえで、

新規拡充事業及び既存事業の精査により、事業の統廃合を行っていく必要があります。 

豊島区は、令和２年度に内閣府から「SDGs 未来都市」および「自治体 SDGs モデル事業」

に選定されました。これまで区が目指してきた「女性にやさしいまちづくり」、「国際アー

ト・カルチャー都市づくり」に加え、国内の代表都市として、持続可能なまちづくりを進め

ていきます。令和４年度には区制施行９０周年を迎え、次なる１００周年に向けて「としま

新時代」を築くために、引き続き、行財政改革を推進し、持続可能な財務体質を維持するこ

とが不可欠です。そのためには、適正な組織・人員配置、事務事業の見直し、公民連携を推

進するとともに、透明性・説明責任・参加・公平の理念に基づいた行政経営システムを構築

し、運営していくことが重要な課題となっています。 

 

 

 

 

 

  



 

- 73 - 

                                       

図表索引 

 ◆第 1章 組織と定員管理◆       

表 1-1 主な組織改正の内容 2 ㌻ 図 1-15 人件費等の推移 24  

図 1-1 平成５年度組織図 6  表 1-19 人件費等（普通会計）の推移 24  

図 1-2 平成１２年度組織図 6  表 1-20 ２３区人件費（令和２年度普通会計決算）比較 25  

図 1-3 平成１９年度組織図 7  表 1-21 超過勤務手当の状況 26  

図 1-4 平成２７年度組織図 7  表 1-22 職員数の推移 28  

図 1-5 令和３年度組織図 8  図 1-16 職員数の推移 28  

図 1-6 令和４年度組織図 8  表 1-23 会計年度任用職員の勤務形態、報酬等一覧 29  

表 1-2 部・課数の推移 9      

図 1-7 部数の推移 9   ◆第 2章 外部化の状況◆   

図 1-8 課数の推移 9  表 2-1 外部委託に伴う財政効果 37 ㌻ 

表 1-3 グループ制の導入状況 10  表 2-2 指定管理者制度の全国平均との比較 41  

表 1-4 スタッフ職担当課長制の導入状況 10  表 2-3 指定管理者制度導入施設一覧 42  

表 1-5 条例定数の推移 12  表 2-4 指定管理者制度導入による財政効果額 43  

表 1-6 予算人員の推移 12  表 2-5 民営化に伴う財政効果 44  

表 1-7 財調人員の推移 12      

表 1-8 現員数の推移 12      

表 1-9 定員管理調査に基づく職員数の推移 12      

表 1-10 豊島区定員管理職員数の推移 12      

表 1-11 職層一覧 13      

図 1-9 職層別職員数の推移 13      

表 1-12 ２３区職層別行政系職員数 14      

図 1-10 ２３区職層別行政系職員数割合 15      

表 1-13 職種別職員数の推移 16      

図 1-11 職種別職員数の推移 16      

表 1-14 職務別職員数の推移 17      

表 1-15 ２３区職種別行政系職員数 18      

図 1-12 ２３区職種別行政系職員数割合 19      

表 1-16 職種表 20      

表 1-17 職員平均年齢の推移 21      

図 1-13 職員の年齢構成 21      

図 1-14 ２３区の職員数と職員一人当たりの区民数 22      

表 1-18 ２３区職員数の推移 23      

        

        



 

- 74 - 

 ◆第 3章 行政評価◆       

図 3-1 PDCA マネジメントサイクル 46 ㌻     

表 3-1 総合評価 今後の事業の方向性 49      

表 3-2 施策の達成状況 50      

表 3-3 政策評価委員会事業評価結果 51      

表 3-4 外部評価実施施策 52      

表 3-5 令和２年度（令和３年度実施）事務事業評価結果

別の令和４年度予算反映状況 

53      

        

 ◆第 4章 外郭団体◆       

表 4-1 外郭団体の設立目的 56 ㌻     

表 4-2 外郭団体の概要 57      

表 4-3 外郭団体の公益法人改革への取組み状況 58      

図 4-1 外郭団体に対する区からの支出額の推移 59      

表 4-4 外郭団体に対する区からの支出額の推移 59      

図 4-2 外郭団体の当期収入額合計と区支出額合計の推移 60      

表 4-5 外郭団体の当期収入額の推移 60      

図 4-3 外郭団体の管理費合計の推移 61      

表 4-6 外郭団体の管理費の推移 61      

表 4-7 外郭団体の管理費のうち人件費の推移 61      

図 4-4 外郭団体の職員（総職員）数合計の推移 62      

図 4-5 外郭団体の職員（常勤職員）数合計の推移 62      

表 4-8 外郭団体の職員数の推移 63      

        

 ◆終 章◆       

図 5-1 経常収支比率の推移 70 ㌻     

図 5-2 貯金（基金）と借金（負債）の推移 71      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 豊島区ホームページ（http://www.city.toshima.lg.jp/） 

豊 島 区 の基 礎 データ 

 地形・自然 

位 置 （区 の中 央 部 ）  
東経 139 度 43 分、北緯 35 度 44 分 

 

地 勢 

東西 6,720 メートル、南北 3,660 メートル 

 

面 積 
13.01 平方キロメートル 

 

海 抜 
8 メートルから 36 メートル 

 人口・世帯 

総 人 口※ 
283,595 人（男 142,042 人、女 141,553 人・令和 4 年 4 月 1 日現在） 

 

外 国 人 数  

23,943 人（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

 

世 帯 数 
176,816 世帯（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

 

人 口 密 度  
21,798 人／平方キロメートル（総人口/面積・令和 4 年 4 月 1 日現在） 

 
※平成 24 年 7 月 9 日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民

の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。 
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